
宇多津町集中改革プラン（行政改革実施計画） 青字で記載は、既に実施済み、または実施中のものです。

実施時期 取り組みの内容・具体事例

１．人の改革
(1) 意識改革の徹底

① 住民の視点に立った ・住民の声を聴くための懇談会、公聴会の実施 ・ H16～ 平成17年度は地域別に住民懇談会を9回開催し、来場者は６４１名でした。

発想と行動

・ 住民意見箱を庁舎内に設置する。 H16～

・ボランティア活動や地域活動への積極的参加 ・ ボランティア活動等の情報を全職員に周知し、参加促進を図る。 H16～ 周知徹底を図っており、参加を促進しています。

② 経営意識、コスト意識 ・ ・ 各課目標チャレンジ制度を実施する。 H16

の徹底
・行政評価システムの活用 ・ 行政評価システムの構築を行い、試験的な運用を目指す。

H16
行政評価システム推進委員会を設置し、制度の構築に向けて協議を行い、
宇多津町行政評価システム（案）を作成しました。

H17 行政評価システムにより、各課１事業を対象にモデル評価を行いました。

③ プロ意識の醸成 ・ ・ 専門研修の受講を積極的に推進する。 H16 平成16年度は税務課２名、建設課１名が受講しています。

・ ・ H1７ 年間計画を策定し、職員の計画的な研修参加を促しています。

平成17年度の研修受講者数は５２名です。

・ ・ H16～ 町職員の自己啓発研修等に参加を促します。
Ｈ17 平成17年度は３名が受講しています。

④ 職員褒賞制度の活用 ・優秀な提案や功績に対する表彰等の実施 ・ H16～ 平成16年度に１名該当しています。

(2)人事制度の構築

① 人事制度の整備 ・理念・方針等の明確化 ・ 人材育成基本方針を策定する中で明確化する。 H16 平成16年「宇多津町職員人材育成基本方針」を策定しました。

・ ・ 研修会を平成16年度２回、平成17年度２回開催しました。

② ・公正で納得性の高い人事評価制度の整備 ・ 人事評価制度の導入に併せて実施する。 H18～ 平成17年度に導入した人事評価制度の運用により実施します。

・目標管理制度の本格導入 ・ 人事評価制度の導入に併せて実施する。 H18～ 平成17年度に導入した人事評価制度の運用により実施します。

・成績不良者等に対する厳正な人事管理 ・

③ ・ H16～ 対象職員は昇任後、速やかに受講しています。

・ ・ 年間計画に基づいた研修受講を実施する。 H16～ 年間計画を策定し、職員の計画的な研修参加を促しています。

・ 自主研究グループを支援する。 H17 平成17年度自主研究グループに対する支援を予算化しています。

・ 県ほか他団体との人事交流を推進する。 H16～ 現在、香川県と人事交流を1名実施中（平成16・17年度）です。

④ ・ ・ 研修受講意欲の醸成を図る。 H16 所属長により実施しました。

・ 課長補佐級を職場研修推進員とする。 H16
課長補佐級が職場研修推進員となり、研修について指導的役割を担うことと
なっています。

(3) 新たな給与制度の確立と給与の適正化

① ・ ・ 平成17年度は試行段階であり、平成18年度から本格導入します。

② 給与の適正化 ・ ・ 級別職務分類表に応じた昇給昇格基準の見直しを行う。 H18～ 平成18年度から実施します。

・ ・ 退職予定者への特別昇給を廃止する。 H16 平成16年度退職者より廃止しました。

・ 高齢職員の昇給幅の抑制を図る。 H17～ 平成18年度から実施します。

今後予想される公務員制度改革大綱に基づく地方公務員法改正に合
わせ、新たな人事評価制度により、能力給、職責給、業績給を導入す
る。

H18～

給与の適正化及び総人件費の抑制のため、昇
給・昇格基準の見直しについて検討

退職手当の官民格差に基づく国、県の支給割合
の引下げ内容を踏まえ、退職手当金の適正化を
検討

公務員としての基本
的な心構えや公務員
倫理の徹底のための
研修を充実・強化

各部署に研修指導者の配置を通して、職場内で
の研修の充実

能力・実績主義の導
入

職員一人ひとりの能力・職責・業績を適切に反映
できるよう、新たな給与制度の導入を検討

意識改革と能力開発
を支える研修の充実

各階層に求められる能力や行動を前提にした階
層別研修の充実

・ 香川県自治研修所における階層別研修を昇任後、２年以内に受講さ
せる。

政策形成能力や創造的能力、法務能力等の向
上を図るための政策形成研修の充実

人材育成・能力開発
型の人事評価の推進

平成18年度に予定されている地方公務員法改正に併せて厳正な人
事管理の導入及び人事行政の運営状況の公表制度の創設をする。 H19～ 平成17年度に導入した人事評価制度の運用により実施します。

事務改善及び能率向上に関する提案、及び政策立案について募集す
る。評価審査委員を定め、その提案等を評価し、優秀な提案や功績
があった職員に対して褒賞する。

人事制度の趣旨や仕組み、役割等について積極
的に周知し、実効性の高い制度運用に努める。

地方公務員制度改革に合わせた人事制度の導入を目指して､人事評
価制度の構築､講師による研修会及び評定者訓練を実施する。

H16～
H17

税務や福祉等、職務の特性に応じたスペシャリス
トの養成

職務に直接役立つ研修の充実並びに目的意識
をもった研修の受講

市町村アカデミー、民間研修機関（日本経営協会）を活用し、職員研
修について年間計画を策定する。

職務の専門性に応じた資格・免許取得の支援、
取得者への積極的評価

町が認めた資格免許取得者に対して、取得にかかる費用の一部を補
助する。

【協議題】・町の財政状況について・宇多津のまちづくりの取り組み・ごみ
の有料化・敬老祝い金の改定・下水道料金改定等

1Fフロア－に住民意見箱を設置しているが、投書実績がないため、今後、有
効活用されるための再検討を行います。

各課の重点目標の設定、達成状況の評価の実
施

平成16度度から目標チャレンジ制度を実施し、これを平成17年度人事考課
制度の中で事業目標と位置付けています。

基　本　方　針 実　施　項　目 計　　画　　内　　容

重点的課題については職員の参加を求める。また、政策決定や課題
別における重要事項については住民との意見交換を行う。



実施時期 取り組みの内容・具体事例

２．組織の改革

(1) 行政組織の見直し

① 執行体制の見直し ・ ・

H16～
給食センター整備について、教育委員会・政策調整室・保健福祉課・建設
課・総務課により検討会を設置し、平成17年度も継続実施しています。

H16～
行政評価システム制度構築・導入のため、各課代表により行政評価システ
ム推進委員会を設置し、平成17年度も継続実施しています。

(2) 定員管理の適正化

①
スリムな執行体制づく
り

・スリムな執行体制 ・ アウトソーシングの導入を検討する。 H18～ アウトソーシングの可、不可について取捨選択することを目的に検討します。

・ 人材派遣会社等の人材を活用する。 H16～
平成16年度から税務課等で実施しています。他の事業でも活用について検
討します。

・ 任期付職員、任期付短時間勤務職員等の活用を検討する。 H17
検討しましたが、町レベルではメリットが少ないため、現段階では活用しませ
ん。

(3) 組織体質の改善

① 議論する土壌づくり ・課長会議等、庁内の会議の活性化 ・ 審議事項について、積極的に課長会に諮る。 H16～ 平成17年度の主な協議事項

・町長と職員の意見交換会等の実施 ・ 町長との意見交換を継続する。 H16～ 課単位で意見交換会を実施しました。

・

② ・

・業務改善のための提案制度の活用 ・ 提案制度の実施並びに評価と公表を行う。 H16～ 平成16年度に１件提案があり、実施中です。

③ 権限と責任の委譲 ・町長から課長への権限と責任の委譲 ・ 事務決裁の細分化を検討する。 H18～ 事務決裁を迅速かつ簡素化することを検討します。

・現場に近い職員への実質的な事務執行の委任 ・ 事務決裁の細分化を検討する。 H18～ 事務決裁を迅速かつ簡素化することを検討します。

(4) 危機管理体制の徹底

①
・迅速な情報収集・報告と対応ができる体制づくり ・ 危機管理マニュアルを作成（行政全般・災害編の２種類）する。                 H17～

災害編職員初動マニュアルを平成17年度作成しました。行政編マニュアル
については、平成18年度に行政各分野ごとに作成することを検討します。

・ 責任者の所在を明確にする。 H16 連絡体制を整備しました。

H17～ 平成17年度から研修支援を実施しています。

迅速な情報収集・報
告と対応ができる体
制づくり

提案を保障するシス
テムの整備

職員の政策研究・研修の実施、自主研究グルー
プ等からの町長へのプレゼンテーションの実施

・
研修支援について、制度化する。また、町長へのプレゼンテーションを
行う。

H16～
まちづくり交付金制度の活用による道路整備等の検討のため、政策調整室・
建設課・産業振興課・総務課により推進チームを設置し、平成17年度も継続
実施しています。

・ｸﾘｰﾝ作戦、歩天等ｲﾍﾞﾝﾄ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・個人情報保護・防災計画、防災無線・行政
懇談会・渇水対策・危機管理・人事考課・行政改革・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ等

職員の政策研究・研修の実施、自主研究グルー
プの制度化と支援の拡充

・ 研修支援について、制度化する。 Ｈ17～ 平成17年度から研修支援を実施しています。

基　本　方　針 実　施　項　目 計　　画　　内　　容

重要施策を重点的・効率的に展開する組織体制
の構築

プロジェクトチームの編成により重点的・効率的な事務事業を実施す
る。



実施時期 取り組みの内容・具体事例

３．事務事業の改革

(1) 事務事業の見直し

① 評価システムの活用 ・ ・ 行政評価システムを導入する。 H16 入力様式を作成し、試験的に評価を実施しました。

・ 行政評価システムについて職員説明会を開催する。 H16～18 平成16年11月、平成17年2月に行政評価研修会を開催しました。

・ 一部運用を開始し評価を行う。　　　 H16 ３つの事業について試験的に評価を実施しました。

H17 各課１事業を対象にモデル評価を実施しました。

・ 評価をホームページﾞにて公表する。 H17
平成17年度に実施したモデル評価の結果について、町広報誌への掲載と併
せて、平成17年度末に町ホームページにおいて公表します。

・ 平成18年度より、本格的に運用する。 H18 主要事業等について本格運用し、平成19年度予算編成へ反映させます。

(2) 事務事業の実施方法の見直し

① ・
・ 業務委託できるものとできないものを把握する。 H16～18

業務委託の可能性の調査をベンチマークによる研修の一環として実施し、そ
の結果について取りまとめます。

・ 公共施設等の管理にあっては、指定管理者制度の導入などを検討する。 H16～18 平成18年度は産業資料館について検討します。

・ 学校給食センターPFI事業市場調査を行う。 H16
平成15年度の経済性比較調査とあわせ、PFIで整備を行うことが決定しまし
た。

・ 学校給食センター整備についてPFIを導入する。 H17 PFIによる学校給食センター整備について、事業者と契約を締結しました。

・ 公立保育所の民営化を検討する。 H18 公立保育所の統合も含め検討します。

② ・ ・ 各フロアーにインターネット接続パソコンを設置する。 H16 全フロアー完了しました。

・ LGWANネットワーク化を図る。 H16 ネットワークが整備され、国・県と直接情報の送受信が可能となっています。

・ 電子申請を開始する。 H16～ 現在、7項目について電子申請が可能、今後必要に応じ対象を拡大します。

③ 庶務事務の効率的執
行

・ ・ 回覧等文書について電子メールの活用により一層のペーパーレス化
を図る。 H16

庁舎内における回覧等のメール送受信は一般化されており、ペーパレス化
が図られています。

・ 庶務事務の集中化についての可能性を検討する。 H16 検討の結果、現状で継続することとなりました。

(3) サービスの改善

① 窓口サービスの向上 ・ ・ 接遇に関し、職場内研修を行う。 H17～ 講師の選定を含め、研修のあり方等検討中です。

② 公共施設の活性化
・

・ 関係者により、公共施設利用活性化に向けての協議を行う。 H16
利用時間の細分化（１時間単位で利用できる）や使用料の改定を行いまし
た。

・ 住民の意見を反映させる。 H16～ 今後も意見があれば対応することといたします。

③ 電子行政の推進 ・ ・ 電子申請を開始する。 H16～ 現在、７項目について電子申請が可能、今後必要に応じ対象を拡大します。

④ 申請書等の簡素化 ・ ・ 申請書類の点検を行う。 H16～ 各種申請書類について、随時点検を行っています。

⑤ 事務処理期間の短縮 ・ ・ 事務処理方法を見直し、事務処理の簡素化に一層積極的に取組む。 H16～ 事務決裁を迅速かつ簡素化することについて、随時点検を行っています。

住民の利便性の向上を図るため、インターネット
等のＩＴを活用した行政運営を行う。 （給与所得者異動届・法人開設届・法人異動届・償却資産申請・水道使用開

始届・水道使用者変更届・水道使用中止届）

住民サービスの向上、住民負担の軽減等の観点
から、申請書類の簡素化を推進する。

事務処理方法を見直したり、事務手続きの簡素
化を図り、事務処理期間の短縮を図る。

（給与所得者異動届・法人開設届・法人異動届・償却資産申請・水道使用開
始届・水道使用者変更届・水道使用中止届）

庶務事務について、情報システムの連携・再構
築による集中処理化等について検討し、より経済
的・効率的な事務執行を図る。

窓口の対応は、住民の町政への信頼を高める大
きな要素であることから、接遇研修等により応接
マナーのより一層の向上を図る。

公共施設の効率的な管理・運営を行いながら利
用促進を図るため、利用日・時間の見直し、利用
手続きの改善、利用制限の緩和を行うこと等によ
り、公共施設の活性化に取り組む。

行政評価システムを導入し、徹底した事務事業
の廃止・見直しを行うとともに、住民ニーズの多様
化等に的確に対応するため、成果重視の視点に
立って評価することなどにより、必要な施策への
転換や新たな施策展開を図る。また、町が実施し
ている施策・事業の目的や内容、評価を公表す
ることにより、住民に対する説明責任を果たす。

 アウトソーシングの
推進

住民ニーズに機動的かつ効率的に対応するとと
もに、簡素で効率的な行政運営体制の構築を図
るため、民間企業の持つ高度な専門性を活用で
きるアウトソーシングを積極的に推進する。また、
公共施設の整備にあたっては、ＰＦＩの積極的な
導入を図る。

行政の情報化の推進 効率的な事務事業の推進を図るため､インター
ネットや電子メール等の情報通信技術のより一層
の活用を図る。

基　本　方　針 実　施　項　目 計　　画　　内　　容



実施時期 取り組みの内容・具体事例

４．町政運営の改革

(1) 町政運営方法の改革

①
・行政評価システムの構築 ・ 行政評価システムを導入する。 H16 入力様式を作成し、モデル的に評価を実施しました。

・ 行政評価システムについて職員説明会を実施する。 H16～18 平成16年11月、平成17年2月に行政評価研修会を開催しました。

・ 一部運用開始し評価を行う。　　　 H16 ３つの事業についてモデル的に評価を実施しました。

H17 各課１事業を対象にモデル評価を実施しました。

・ 評価をホームページにて公表する。 H17
平成17年度に実施したモデル評価の結果について、町広報誌への掲載と併
せて、平成17年度末に町ホームページにおいて公表します。

・ 平成18年度より、本格的に運用する。 H18 主要事業等について本格運用し、平成19年度予算編成へ反映させます。

・町が策定した各種計画の進行管理の徹底 ・ 長期振興計画などの進捗状況を公表する。　 H18～ 行政評価システムとの関連があり、時期を併せて公表します。

(2) 住民との関係

① ・
・ タイムリーで分かりやすく、住民の視点に立った広報の充実を図る。 H16

予算執行状況の公表について、分かりやすく表現するなど、掲載内容の変
更を行っています。

・ 掲載内容の調査を実施する。 H18
掲載内容の充実を図るため、外部からの意見を聞く機会のあり方について
検討を行います。

・各種広報媒体の積極的・効果的な活用 ・ H16～ KSB瀬戸内海放送「ぐるっと宇多津」放送中　毎週金曜日9:55～。

② ・予算執行状況に関する住民への情報提供 ・ H16～

・入札・契約手続きの透明性・競争性等の一層の
確保・向上 ・ 入札・契約手続きの透明性・競争性等の一層の確保・向上を図る。 H16～

「宇多津町公共工事等の入札及び契約に関する情報の公開に関する要綱」
に基づく、入札から契約に至る一連の書類を公表しています。

③ ・
・ 町民との懇談会を開催する。　 H16～ 平成17年度は地域別に住民懇談会を9回開催しました。

・ 各種検討会への委員を一般公募する。 H16～ まちづくり委員会など基本的に一般公募で募集しています。

・ ホームページ等で住民からの意見に対する回答を公表する。 H16～ 懇談会における住民意見とその回答など可能な範囲で公表を行います。

・ 行政改革の進行に住民参加を図ることを検討する。 H17～

④ 住民との協働 ・ ・

・新たな地域コミュニティの構築 ・ 住民主導によるまちづくり組織を支援する。
H16～

宇多津まちづくりシンポジウム２００５共催、「まちづくり２００５」への事業支援
などを行っています。

町政への住民参加の
促進

町政への住民参加をさらに進めるため、懇談会
や公聴会等で広く住民からの意見・提言を取り入
れるとともに、住民と行政の意見交換により施策
を実現していく。

行革実施計画をホームページなどで公表する中で、住民からの意見を募り、
計画への反映を検討します。

NPO・ボランティアの総合的な人材育成システム
の構築

社会福祉協議会との連携のもと、町内組織の把握並びに情報の提供
に努める。

H16～
町内で活動している２３団体６１８名で構成する宇多津町ボランティア連絡会
を平成１７年１２月に設立し、社会福祉協議会に事務局を置いています。・ 社会福祉協議会との連携のもと、ボランティア組織の育成と活用を検

討する。

透明で公正な事業・
予算執行

広報等で予算執行状況に関する情報を住民に分かりやすく表示す
る。

平成16年6月号・12月号、平成17年6月号・12月号の町広報誌において公表
しました。

・ 契約審査会においてランク付け運用基準の検討を行う。 H16～
工事発注における業者の選定について、ランク分けによる運用を実施してい
ます。

住民への積極的な情
報公開と情報提供

タイムリーでわかりやすく、住民の視点に立った
広報の充実

各種の広報媒体（ホームページ、有線テレビ等）の積極的・効果的な
活用を図る。 必要に応じ、KBN（香川テレビ放送網）、記者クラブへ積極的に情報を提供し

幅広い広報に努めています。

基　本　方　針 実　施　項　目 計　　画　　内　　容

達成すべき明確な目
標を定め、その実現
に向けて施策を展開
していく目標指向型
の町政運営を確立す
る



実施時期 取り組みの内容・具体事例

５．財政構造の改革

(1) 予算編成の改革

① 目標設定・目標によ
るマネジメント

・
・ 各課１事業を対象に予算編成時に事業の目標を設定し、公表する。 H17～

平成19年2月時点で平成19年度予算を対象に設定し、平成19年4月広報で
公表します。

・ 主要事業に対象を拡大する。 H18～ 主要事業を対象とします。

・決算時における目標の達成状況の公表 ・ H19～ 平成18年度に実施した事業が対象となります。

② 施策選択の徹底 ・現場実態、外部意見の把握の徹底 ・ 所管課において現場の実態を把握し、施策を一層選択集中する。 H16～ 平成17年度当初予算にて実施しました。

・ ・ H18～ 対象は平成19年度分からとなります。

③ ・ H17～ 平成17年度も当初予算にて実施しています。

(2) 財政運営の改革

① 歳入の確保 ・ ・ H16～ 税務職員と各課長による個別徴収を実施しています。

（H16.5.10～5.14、H17.5.9～5.19）

徴収事務研修を2回（H16.6.30、H16.10.29）実施しました。

・ ・ H16～ 水道の給水を停止しました。（H15　52件、H16　5件）

町営住宅明渡し請求を行いました。（1件）

中讃県税事務所へ徴収委託（28件）し、内差押えを13件しています。

・

・ 下水道使用料の見直しを行う。 H16～
下水道料金を見直した結果、2段階で値上げを実施します。
（1回目：H17.8.1実施済み、2回目：H18.4.1予定）

・ ごみ収集手数料を新設する。 H16～
平成17年9月からごみ袋を町指定とし有料化（大45円、中30円、小20円）しま
した。平成18年1月からは、粗大ごみについても大きさにより500～2000円の
手数料を徴収しています。

・
・ 住民参加型のミニ公募債の研究をする。 H17

② 歳出の見直し ・ ・ H18～

・ ・ 扶助費については、扶助費の目的、効果、必要性などを明確にする。 H17 平成17年度　敬老年金を敬老祝金に変更し、金額を削減しました。

・ ・ H16 平成16年度　50万円以上の団体補助金について10％カットしました。

H17 平成17年度　50万円未満の団体補助金について10％カットしました。

・ ・ H17～ 広報誌へ掲載します。

市町村財政比較分析表（平成16年度決算）を県ホームページに掲載しました。

・ 財政の健全化のため、経常収支比率８０％以内を目指す。 H16～ 各年度の実績は、次のとおりです。

　平成14年度82.9％、平成15年度75.6％、平成16年度83.9％

③ 財政分析等の推進 地方財政状況調の財政指標等の活用による財
政分析を行い、公表するとともに財政の健全化に
活用する。

決算統計等を活用し、財政分析を行い、公表するとともに財政の健全
化に努める。

扶助費については、制度の目的、サービスの提
供実績、適正な負担のあり方などを踏まえ、施策
の見直しを図る。

平成17年度　乳酸菌飲料水給付事業を廃止し、友愛訪問活動の活発化に
取り組んでいます。

補助金については、補助基準を明確にしていく
中で、補助金の削減を図る。

“自分の町は自らが背負う”という認識を高め、住民の自立意識の高
揚を目的として、団体補助金の見直しを図る。

町の自主自立のための住民自治意識の高揚に
資するとともに受益者負担の適正化、公平性を
図ることを目的として使用料、手数料について見
直しを行う。

町政への町民参加の促進と資金調達の多様性
を図るため、事業・目的を明確にした住民参加型
ミニ市場公募債の発行に向けて議論を深める。

住民参加型のミニ公募債を研究しましたが、利点が見出されず、現段階では
導入しません。

普通建設費については、行政評価システムを活
用し事業の選択と重点化を進め、事業目的を達
成したものは、事業の休止又は廃止をする。

普通建設費については、行政評価システムを活用し、事業の休止・廃
止・継続等を明確にする。

行政評価システムを平成18年度より本格運用することにより、平成19年度予
算編成へ反映させます。

・ 受益者負担の観点から施設使用料の徴収について見直しを行う。                                                             H16～ 平成15年9月から、施設使用料の徴収について見直しました。

町税を滞納している者に対し、徴収係を中心に
不動産、債権の差し押さえ等、一層の徴収確保
策に取り組む。

徴収吏員の能力向上を目的に徴収事務研修を充実し、悪質滞納者に
対しては毅然とした態度で滞納者に臨んでいく。

使用料、手数料の滞納者に対して、使用の差し
止めや債務者への催告・訪問徴収を強化して実
行ある徴収を確保する。

不平等が生じないよう、催告・訪問徴収を強化するとともに使用差し止
めなどの強い態度で滞納者に臨んでいく。

各課の自主性の尊重 各課への予算配分を行う中で、予算枠内での各
課の自主性を尊重した予算査定の実施

・
各課へ経常経費の配分を行い、予算枠内での各課の自主性を尊重
する。

行政評価システムを活用し予算編成時における
事業の目標の設定と公表

目標設定をした事業について、目標達成状況を公表するとともに順次
対象事業を拡大していく。

行政評価システムを活用し成果の検証と翌年度
の施策への反映

行政評価システムを活用し、その成果を検証する中で、翌年度予算に
反映する。

基　本　方　針 実　施　項　目 計　　画　　内　　容


